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第106回 札幌市都市計画審議会（令和元年11月14日開催）

１ 位置づけ

○ 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（区域マ

スタープラン）」

• 都市計画法（以下「法」という。）第6条の2に基づき

北海道が札幌圏（札幌市、石狩市、江別市、北広島

市、小樽市の一部）の都市計画の方針として決定。

• おおむね20年後の都市の姿を展望した上で都市計画の

基本的方向を定めるもので、都市施設などについて

は、おおむね10年以内に整備するものを目標として示

している。

• 都市計画区域ごとに①都市計画の目標、②区域区分の

決定の有無とその方針、③土地利用、都市施設の整備

及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の

方針を定める。

• 市町村は、区域マスタープランに即して、都市計画に

関する基本的な方針（本市の場合は「札幌市都市計画

マスタープラン（市マスタープラン）」を定める。

• 区域マスタープランは北海道が定め、市マスタープラ

ンは札幌市が定める。

２ 目標年

• 現状の目標年は、令和2年（2020年）と定められていることから、新たに令和12年

（2030年）を目標とした見直しを行うこととなる。

○ 区域区分（線引き）

• 法第7条に基づき、札幌市が都市計画区域について市街化区域（市街地として積極的に整備す

る区域）と市街化調整区域（市街化を抑制する区域）との区分を定める。

（平成24年に政令市に権限移譲）

• 「目標年の人口と産業の規模」を勘案し、区域マスタープラン（北海道決定）における「区域

区分の方針」に基づき定める。

３ 見直しの考え方（ 区域マスタープラン）

 現区域マスタープラン（平成22年（2010年）策定）は平成16年（2004年）に策定した

「札幌市都市計画マスタープラン（前市マスタープラン）」に整合したものとなっているこ

とから、平成25年（2013年）に策定した「札幌市まちづくり戦略ビジョン」や平成28年

（2016年）に策定した「第2次札幌市都市計画マスタープラン」及び「札幌市立地適正化

計画」との整合を図る。

 改定予定の「みどりの基本計画」及び「総合交通計画」等の関連する分野別計画の記載につ

いて反映する。

◆３－１ 見直しの基本的な進め方

区分

市街化区域

建築可能

市街化調整区域

原則、建築不可

都市計画区域

市街化区域

市街化調整区域

区域区分イメージ

札幌市における区域区分の状況

区域マスタープラン 市マスタープラン

北海道が定めるもの 札幌市が定めるもの

人口、人や物の動き、土地の利用

のしかた、公共施設の整備などにつ

いて将来の見通しや目標を明らかに

し、将来のまちをどのようにしてい

きたいかを具体的に定めるもの

住民に最も近い立場にある市町村
が、その創意工夫のもとに住民の意
見を反映し、まちづくりの具体性あ
る将来ビジョンを確立し、地区別の
あるべき「まち」の姿を定めるもの

〇区域マスタープランで定めるもの

 都市計画の目標
目標年次、範囲、都市づくりの理念

 『区域区分』の決定の有無及び方針
区域区分の有無、

おおむねの人口、産業の規模、市街化区域のおおむねの規模及び

現在市街化している区域との関係

 主要な都市計画の決定の方針
土地利用、都市施設（交通施設、下水道及び河川、その他）

市街地開発事業（市街地再開発事業、土地区画整理事業）、自然的環境（公園など）

（第2次札幌市都市計画マスタープラン）（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針）
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◆４－１ 前回までの線引き見直し ◆４－２ 第2次札幌市都市計画マスタープランにおける市街地の範囲の考え方

• 本市では、昭和 45 年（1970 年）に初めて区域区分を定めて以降、増加する人口や産業を受

け止めるために、市街化調整区域を市街化区域に編入し、市街地の範囲を拡大してきた。

• その後、平成に入ると本市の人口増加傾向は次第に緩やかとなり、市街地の外延的な拡大の必

要性が低下していったことから、市街化調整区域を市街化区域に編入する面積は段階的に小さ

くなっていった。

• 平成 16 年（2004 年）３月に策定した前市マスタープランにおいて、それまでの新たな市街

地の整備に軸足を置いた拡大型の都市づくりから、既存の市街地を再生・活用しながら都市の

魅力と活力を高める内部充実型の都市づくりへと基本方向を転換すべきとの認識のもと、「持

続可能なコンパクト・シティへの再構築」を理念として掲げ、市街地の外延的拡大の抑制を明

確化したことから、新たな住宅市街地開発を目的とした市街地の拡大は行っていない。

【基本方針】
■市街地の範囲は現状の市街化区域内とすることを基本とする。

【取組の方向性】
 線引の見直しによる市街化区域の拡大は、原則行わないこととします。
 ただし、周辺を市街化区域に囲われた市街化調整区域において、市街地の一体性の確保などの観点から、

適切な土地利用へと誘導するために地区計画を適用している場合は、周辺と同等の市街化が進んだ段階
で、市街化区域への編入を検討します。

４ 見直しの考え方（線引き）

 市街化区域への編入箇所の選定に当たっては、「第2次札幌市都市計画マスタープラン」と

の整合を図る。

 令和12年（2030年）における人口及び産業の規模を過去の実績値を基に推計し、適切に

収容し得る市街化区域の規模（フレーム）を検討する。

 周囲を市街化区域に囲われた市街化調整区域において地区計画を適用している地区で市街化

区域と同等な都市基盤が整備された地区について、市街化区域への編入を検討する。

 大規模開発制度に基づく開発許可で市街化区域と同等な都市基盤が整備された地区について、

市街化区域への編入を検討する。

 道路整備及び河川改修等により、市街化区域と市街化調整区域の境界としていた地形地物等

が変更された区域については、境界の見直しを行う。

市街化区域拡大の変遷図

市街化区
域面積
（ha）

拡大面積
（ha）

当初線引き
S45（1970）

22,010
－

第１回見直し
S53（1978）

23,220 1,210

第２回見直し
S60（1985）

23,983 763

第３回見直し
H3（1991）

24,643 660

第４回見直し
H10（1998）

24,812 169

第５回見直し
H16（2004）

24,930 118

第６回見直し
H22（2010）

25,017 87

２

フレームの検討イメージ

◆４－３ 見直しの基本的な進め方

都市計画区域

市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域

市街化区域

市街化調整区域

市街化区域

市街化区域拡大

都市計画基礎調査※

目標年の人口・産業規

模を推計

現状の市街化区域で収

容できるか検討

収容できない場合、市

街化区域を拡大

※ 法第6条に基づき北海道が実施するもので、人口・土地利用の現況などの調査

市街地の規模設定
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◆５－１ 札幌市における近年の人口動向

○ 過去10年間の人口動向

• 最近10年間では、人口は上昇傾向にあるものの、平成25年以降増加数は減少している。

○ 将来人口

• 本市は、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）によれば令和7年を

ピークに人口が減少すると推測されている。

• なお、平成27～令和７年までに約24千人が増加すると予測されている。

 今後の人口増加を踏まえても、現状の市街化区域内において人口を受け入れることが可

能である。

第106回 札幌市都市計画審議会（令和元年11月14日開催）

◆５－２ 札幌市における近年の産業動向

出典：経済センサス及び工業統計

 札幌市の工業出荷額及び卸小売販売額は、今後急激な上昇に転じる可能性は低いと思われる。

５ 人口及び産業の規模について
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出典：社人研
○ 市街化区域内おける収容可能人口

・現市街化区域内において、令和７年のピーク時の人口を収容可能である。

（人）（千人）

（千人）

※ 未利用地のうち、住居系用途の転換が想定される土地
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○ 工業出荷額の推移

• 平成27年は若干上昇しているものの、バブル期以降、長期的視点では減少傾向にある。

（百万円）

○ 卸小売販売額の推移

• 平成27年は若干上昇しているものの、バブル期以降、長期的視点では減少傾向にある。

（百万円）
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７ 今後のスケジュール６ 人口、産業の規模によらない編入検討地区について

 周辺を市街化区域に囲われた市街化調整区域（穴抜き市街化調整区域）で地区計画を適用し

ている地区は札幌市に4箇所存在する。

 都市計画法に基づく大規模開発制度（現在は廃止）によって開発された地区で市街化区域に

編入されていない地区は札幌市に1箇所存在する。

 これらの地区は、各々の土地利用状況や都市基盤の整備状況等に応じて、編入について検討

する。

穴抜き市街化調整区域

大規模開発
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